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総財経第９６号

平成２０年６月６日

各 都 道 府 県 総 務 部 長 殿

（各都道府県財政課、市町村担当課、

都道府県立病院担当課扱い）

各指定都市財政担当局長 殿

（各指定都市財政課、市立病院担当課扱い）

関係一部事務組合管理者 殿

（都道府県・指定都市が加入するもの）

殿関 係 広 域 連 合 の 長

（都道府県・指定都市が加入するもの）

総務省自治財政局地域企業経営企画室長

公立病院特例債の取扱いについて（通知）

標記については、下記のとおりとするので、取扱いに御留意願います。

なお、都道府県内の関係市町村並びに企業団及び関係一部事務組合等に対しても、そ

の趣旨の周知徹底を図るよう格段の御配慮をお願いします。

記

第１ 対象団体

次の１から４までのすべてに該当する地方公共団体は、公立病院特例債を発行

することができることとする。

１ 平成 年度決算において、病院事業及び診療所（地方公営企業法（昭和 年19 27

法律第 号）第２条の規定により同法の規定の全部又は一部を適用する診療所292

に限る。以下「病院事業等」という ）に係る特別会計（以下「病院事業等会計」。

という ）における不良債務の額（地方財政法施行令（昭和 年政令第 号）。 23 267

第 条第１項第１号の規定により算定した額から同項第３号の規定により算定19

した額を控除した額をいう。以下同じ ）を、同会計の医業収益の額で除して得た。

数値が 以上であること。0.1
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２ 公立病院改革ガイドライン（平成 年 月 日付け総務省自治財政局長通19 12 24

知）に基づく公立病院改革プラン（以下「改革プラン」という ）を策定し、経営。

の健全化の取組を行っていること。

３ 改革プランの実行により、単年度資金収支の均衡を図るとともに、公立病院特

。例債の償還財源を確保することができると見込まれる病院事業等会計であること

４ 職員に対する給与及び諸手当に関し、不適切な運用等が行われていないこと。

第２ 発行可能額

１ 公立病院特例債の発行可能額は、平成 年度の末日における病院事業等会計19

の不良債務の額から平成 年度の末日における同会計の不良債務の額並びに次15

（ 、 。）の( )及び( )に掲げる額の合算額を控除した額 負数となる場合は 零とする1 2

とする。

( ) 平成 年度から平成 年度までの各年度における病院事業等会計への繰1 16 19

入金の合算額が、病院事業等に係る地方交付税措置額（当該各年度における普

通交付税の算定に用いる基準財政需要額及び特別交付税措置額の合算額をい

う。以下同じ ）に満たない場合において、当該満たない額。

( ) 不良債務の額のうち、前号に掲げるもののほか、病院事業等の経営の責に2

起因する特別の事由があると認められるものの額

２ 上記により算定した額には、次の各号に掲げる額を加算することができる（加

算後の額は、平成 年度の末日における病院事業等会計の不良債務の額を上限19

とする ）ものとする。。

( ) 平成 年度から平成 年度までの各年度における一般会計等からの繰入1 16 19

金の合算額のうち、当該病院事業等会計の不良債務の計画的な解消に充てるた

めに特に繰入れが行われたと認められる場合における当該繰入れの額（繰入金

の合算額が病院事業等に係る地方交付税措置額を上回る場合における、当該上

回る額を上限とする ）。

( ) 平成 年度から平成 年度までにおいて、上記２（１）に掲げるもののほ2 16 19

か、不良債務を解消するための特別の措置が講じられた病院事業等であって、

平成 年度において単年度資金収支が黒字であるものに係る当該特別の措置19

により解消に寄与したと認められる不良債務の額

( ) その他不良債務の発生について病院事業等の経営の責に起因しない特別の事3

由がある場合における、当該特別の事由により生じたと認められる不良債務の

額
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第３ 発行条件

１ 公立病院特例債の発行年度は、平成 年度とする。20

２ 公立病院特例債の償還期間は、おおむね７年以内を目途とする。

３ 資金については、民間等資金又は地方公営企業等金融機構資金とする。

第４ 手続き

１ 公立病院特例債を発行しようとする地方公共団体は、別途通知するところによ

り計画書等を作成し、改革プラン又はその骨子を添付して平成 年９月末まで20

に総務省に（市町村分については都道府県を通じて）提出するものとする。

２ 公立病院特例債を発行した地方公共団体は、毎年６月末までに、計画書等及び

前年度までの経営実績を明らかにした経営改善の実施状況を、総務省に（市町村

分について都道府県を通じて）提出するものとする。

３ 地方公共団体は、計画書等及び改革プランを変更したときは、その旨を総務省

に（市町村分について都道府県を通じて）報告するものとする。

第５ 財政措置

１ 総務省は、公立病院特例債の支払利息の一部について、特別交付税措置を講じ

ることとする。

２ 総務省は、公立病院特例債を発行した地方公共団体における病院事業等の経営

実績が、計画書等に適合しない又は計画書等に著しく反すると認めるときは、こ

の要領に基づく特別交付税措置を行わないこととする。


